


工事着手日から工事完成日までの期間に４週
８休以上の現場閉所を行った状態

Ｎ月 Ｎ＋１　月 Ｎ＋２　月 Ｎ＋３　月 Ｎ＋４　月 Ｎ＋５　月

着手 完成

日 月 火 水 木 金 土

休 出 出 出 出 出 休

休 出 出 出 出 出 休

休 出 出 出 出 出 休

休 出 出 出 出 出 休

全ての週又は月で
現場閉所を達成



・工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等
の建設又は測量を開始することをいい、･･･。（県標準仕様書7-66よ
り）

※工事着手：受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別な事情がない限り、
契約書に定める工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。（県標準仕様
書7-69より）

建退共
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2日目 3日目 ・・・
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目
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着手→工事着手届
提出をすること

実際工事の
準備でない



・受注者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督
職員を通じて発注者に提出しなければならない。（県標準仕様書7-
75より）

・受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、以下の各号に掲げる要件を全
て満たさなくてはならない。
(1)　設計図書（追加、変更指示含む）に示される全ての工事が完成
(2)　契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了
(3)　設計図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工
事報告書等の資料の整備が全て完了
(4)　契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結
（県標準仕様書7-75より）



労働者の休日・休暇に関わらず、現場事務所（当該工事
において）での書類作成等の事務作業も含めて、１日を
通して現場や現場事務所が閉所された状態

※巡回パトロールや保守点検等、現場管理上最低限必要な作業は実施してもよい
※降雨、降雪等の自然的な事象による計画外の閉所も含む

現場閉所 現場閉所でない

パトロール 当該工事の
注文事務

当該工事の
工事（少しでも）

休み

会社の経理
作業内容の
確認 工程変更の

打合せ
看板設置雨休止



①完全週休２日

　週休２日現場閉所実施週／対象週＝100％

　※（４週÷４週／月）、原則土日現場閉所

②４週８休現場閉所

　週休２日現場閉所実施日／対象日＝28.5％

　※（８日÷２８日）



Ｎ月 Ｎ＋１　月 Ｎ＋２　月

着手 完成

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

全ての「週」で
２日以上の休みが実施されていること

確認方法：割合
（４週達成÷４週／月）＝１００％
※原則土日現場閉所



Ｎ月 Ｎ＋１　月 Ｎ＋２　月

着手 完成

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

全ての「月」で
現場閉所率が２８．５％以上であること
２８．５＝８日÷２８日

確認方法：割合
現場閉所実施日÷対象日数



工程表にて現場閉所と定めた日にやむを得ない理由により現場作業を行わ
なければならない場合→協議により判断

Ａ）完全週休２日の場合

・同一の週内で振り替える

・自然的現象による計画外現場閉所
は振替ない

Ｂ）４週８休現場閉所の場合
・同一の月内で振り替える
・自然的現象による計画外現場閉所は
振替ない

雨の降った日と予定現場閉
所日を入れ替えることは不可

日 月 火 水 木 金 土

休 休

休 休

休 休

休 休

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

× ×

×
雨
休

○○ ○

○

○
○

○
月
単
位



週休２日制現場
手続き概要

手続きのタイミング
通常（週休２日対象外）

○ 契約相手方の決定 ○

○
週休２日制現場希望意思確認（工事打合せ書）

受注後速やかに
－

○
契約締結

落札後５日以内
○

○
監督員通知
契約時

○

○
代理人・配置技術者選任通知

契約時
○

週休２日制
様式

工程表
週休２日制工程表：着手までに速やかに、通常の工程表：契約締結後10日以内

通常様式

○
着手届

契約後30日以内
○



○履行中における注意点

　・工事広報板に週休２日制現場工事である旨を明記すること

　　文言の例）「この工事は週休２日制に取り組んでいます」　等

　　明記部分の例）工事中標示板上方部、補助標示板上方部　等

　　　※工事広報板等がある場所に、視認性の高い状態で示すこと

○竣工書類における注意点（予定と実施工程がわかる工程表に添付）

　・出勤簿等の工事現場の閉所状態がわかる書類の提出が必要

　・就業規則といった企業の休日がわかる書類の提出が必要

　　※受注者の負担を軽減した書類で確認を行います

　　※週休２日制現場は、経費補正をしているので必ず検査で状況を確認します



①計画的な振替えは協議により認められるが、やむを得ない事情（災害等
が考えられるが、自然現象によるものは別）による振替え以外は原則的に
認めない

　→天候等を注視し、計画的に事前に協議をする（工程管理）

　※ただし、自然現象による現場閉所は現場閉所として判断

②当初の工程表で履行ができると判断されている場合、週休２日制現場を
理由とした工期延長は、原則認めない。


